
 

体調不良（学外） 

所属学部事務・ 

部局に連絡し症状

を伝える。１）発

熱や風邪症状、だ

るさ 

医療機関に電話で相談のうえ受診 

出勤・登校 

・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）高熱などの強い症状がある場合 

・重症化しやすい方で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

発熱・咳・のどの痛み・鼻水・だるさ・味覚・嗅覚異常等の症状が消失して 48

時間経過した場合、または勤務・登校に支障がないと医師から診断された場合 

体調不良

る。１）発

熱や風邪症

状、だるさ 

発熱又は風邪の症状がある場合は自宅療養 

学 生 

１）発

熱や風

邪症

状、だ

るさ 

教職員

員学生 

１）発

熱や風

邪症

状、だ

るさ 

体調不良時等のフロー 

・詳細は新型コロナウイルス感染症対策本部通知（「来学上の注意【2021年度】」・「感染防止のために

2021」（【連絡＠対策本部3-25】配信）をご確認ください。 

・新型コロナウイルス感染症については日々状況が変化しています。上記通知とフローの対応が異

なる場合は，フローを優先してください。  

・濃厚接触者やPCR検査対象になった場合、濃厚接触の疑いがある場合(家族がPCR検査対象となっ

た等)には，自宅待機し、直ちに所属学部に連絡して指示に従ってください。  

・保健所の指示と大学の判断で期間を定めることになりますが、濃厚接触者等として特定された場

合には，一定期間「出席（就業）禁止」となります。  

体調不良（学内） 

帰宅 授業中

 

授業以外

 

帰宅 
授業担当教員に

申し出て帰宅 

症状が 4 日間以上続く

場合 

授業担当教員は

所属学部事務に

報告 

すぐに相談 強い症状と思う場合

はすぐに相談 


